
特
許
発
明
相
談　

５
／
21
（
金
）
午
前
９
時
30
分
～
正
午　
　
　

場
所　

佐
野
商
工
会
議
所
３
階
会
議
室　
　
　

※
事
前
に
申
込
み
、
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

定
例
法
律
相
談　

５
／
13
（
木
）
午
後
１
時
～
午
後
４
時　
　
　

場
所　

佐
野
商
工
会
議
所
３
階
会
議
室　
　
　

※
事
前
に
申
込
み
、
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

当
所
で
は
、
中
堅
・
中
小
企

業
の
後
継
者
対
策
や
事
業
拡
大

の
一
貫
と
し
て
、
東
京
商
工
会

議
所
を
中
心
と
し
た
「
東
商
Ｍ

＆
Ａ
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
」
と

の
業
務
提
携
を
行
な
っ
た
。

　

こ
の
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
は
、

平
成
十
年
四
月
か
ら
東
京
商
工

会
議
所
を
皮
切
り
に
現
在
十
五

商
工
会
議
所
が
加
盟
、
相
対
的

に
不
利
な
立
場
の
売
り
手
企
業

側
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
目
的
で
、

後
継
者
難
の
オ
ー
ナ
ー
や
事
業

拡
大
を
積
極
的
に
進
め
る
企
業

等
か
ら
好
評
を
得
て
い
る
。
と

か
く
、「
Ｍ
＆
Ａ
」
と
い
う
と
、

大
企
業
や
敵
対
的
買
収
な
ど
非

友
好
的
イ
メ
ー
ジ
が
多
い
が
、

本
制
度
は
中
堅
・
中
小
企
業
の

方
々
が
利
用
し
や
す
い
制
度
と

な
っ
て
い
る
。

　

本
事
業
の
特
徴
と
し
て
、
①

安
心
し
て
相
談
、
②
広
範
な
お

相
手
探
し
、
③
交
渉
は
一
流
プ

ロ
が
お
手
伝
い
、
④
秘
密
の
保

持
、
⑤
安
価
な
費
用
の
五
つ
の

安
心
を
も
っ
て
、
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

連
絡
下
さ
い
。

　

Ｍ
＆
Ａ
と
は
…
合
併
と
買
収

の
意
味
。
具
体
的
に
は
、
株
式

の
売
却
、
買
収
、
営
業
の
譲
渡
・

譲
受
、合
併
、資
本
参
加
等
の
こ

と
。
大
手
企
業
の
Ｍ
＆
Ａ
は
非

常
に
活
発
だ
が
、
近
年
、
後
継

者
難
等
を
背
景
に
、
ま
た
機
動

的
経
営
戦
略
と
し
て
、
中
堅
・

中
小
企
業
の
Ｍ
＆
Ａ
も
年
々
増

加
し
て
い
る
。　
　
　

（
青
木
）
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当
所
で
は
、
四
月
十
五
日

（
木
）に
「
デ
フ
レ
時
代
の
決
算

対
策
」
と
題
し
た
財
務
セ
ミ
ナ

ー
を
佐
野
商
工
会
議
所
共
済
制

度
を
推
進
し
て
い
る
ア
ク
サ
生

命
保
険
㈱
と
の
共
催
に
よ
り
開

催
、
約
百
名
の
経
営
者
・
企
業

の
財
務
担
当
者
が
受
講
し
た
。

　

講
師
と
し
て
招
い
た
税
理
士

の
井
上
得
四
郎
氏
（
㈱
フ
ォ
ル

テ
ッ
ツ
ァ
代
表
取
締
役
）
は
、

全
国
各
地
で
財
務
対
策
の
セ
ミ

ナ
ー
講
師
を
勤
め
る
著
名
な
講

師
。
講
演
で
は
「
会
社
の
現
状

は
、
経
営
成
績
は
損
益
計
算

書
、
財
政
状
態
は
賃
借
対
照
表

で
、
ま
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

計
算
書
で
儲
け
と
お
金
の
ず
れ

を
確
認
し
、
月
次
決
算
体
制
を

確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企

業
は
健
全
な
資
金
運
用
が
出
来

る
」
と
説
明
し
た
。

　

ま
た
、
経
営
者
の
立
場
に
た

っ
て
、
役
員
報
酬
税
額
の
仕
組

み
や
節
税
対
策
を
紹
介
。

　

節
税
対
策
に
は
、
「
役
員
報

酬
を
下
げ
て
そ
の
分
を
退
職
金

と
し
て
積
立
て
る
逓
増
定
期
保

険
の
加
入
が
最
適
で
あ
る
」と
、

退
職
金
の
税
金
メ
リ
ッ
ト
を
受

講
者
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し

た
。

　

逓
増
定
期
保
険
に
関
す
る
ご

質
問
は
、
当
所
業
務
課
（
5

二

二
―
五
五
一
一
）
ま
た
は
、
ア

ク
サ
生
命
保
険
㈱
佐
野
営
業
所

（
5

二
四
―
〇
六
五
三
）
ま

で
。　
　
　
　
　
　
　

（
奈
良
）


